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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第１章 計画の基本的事項 
 
１～５ （略） 
 
６．噴火警戒レベル 
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範

囲」と防災関係機関や住民等のとるべき防災対応を５段階に区分
して発表する指標である。 
平常時のうちに協議会で合意された避難開始時期・避難対象地

域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必要な範囲」を明示し、噴
火警戒レベルを付して、噴火警報・予報を発表する。 
関係市町等の防災機関では、あらかじめ合意された範囲に対し

て迅速に入山規制や避難勧告等の防災対応をとり、火山災害の軽
減につなげる。 
弥陀ヶ原火山の噴火警戒レベルは、表３のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 計画の基本的事項 
 １～５ （略） 
 ６ 噴火警戒レベル 
 
６．噴火警戒レベル 
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範

囲」と防災関係機関や住民等のとるべき防災対応を５段階に区分
して発表する指標である。 
平常時のうちに協議会で合意された避難開始時期・避難対象地

域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必要な範囲」を明示し、噴
火警戒レベルを付して、噴火警報・予報を発表する。 
関係市町等の防災機関では、あらかじめ合意された範囲に対し

て迅速に入山規制や避難指示等の防災対応をとり、火山災害の軽
減につなげる。 
弥陀ヶ原火山の噴火警戒レベルは、表３のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基
本法の改正
による修正 
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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 事前対策 
１．協議会の構成機関の役割 
 （略） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
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表５ 火山現象発生時における各機関の役割 

富山県 長野県 主な役割 

（略）   

立山町 

富山市 

上市町 

大町市 ・警戒区域の設定 

・入山規制(登山道や道路の規

制) 

・住民・登山者・観光客等への

情報提供（広報） 

・報道機関対応 

・避難勧告･指示（緊急）等の発

令(判断) 

・住民・登山者・観光客等の避

難誘導 

・避難所等の設営･運営 

（略）   

 
２．防災体制の構築 
 (1) 両県及び市町の防災体制 

（略） 
表６ 噴火警戒レベルに応じた両県及び市町の防災体制 

レベル 
富 山 県 側 の 体 制 

富山県 立山町 

（略）   

レベル４ 
避難準備 
 

上記と同じ 上記と同じ 

（略）   

 
 
 
 
 

表５ 火山現象発生時における各機関の役割 

富山県 長野県 主な役割 

（略）   

立山町 

富山市 

上市町 

大町市 ・警戒区域の設定 

・入山規制(登山道や道路の規

制) 

・住民・登山者・観光客等への

情報提供（広報） 

・報道機関対応 

・避難指示等の発令(判断) 

・住民・登山者・観光客等の避

難誘導 

・避難所等の設営･運営 

（略）   

 
 
 
 
 

表６ 噴火警戒レベルに応じた両県及び市町の防災体制 

レベル 
富 山 県 側 の 体 制 

富山県 立山町 

（略）   

レベル４ 
高齢者等
避難 

上記と同じ 上記と同じ 

（略）   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 

レベル 
富 山 県 側 の 体 制 

富山市 上市町 

（略）   

レベル４ 
避難準備 
 

上記と同じ 【緊急配備】（災害対策本
部） 

○全職員 
・関係機関との情報共有 
・気象庁、気象台からの情
報収集 

・弥陀ヶ原火山防災協議会
での対応協議 

・入山規制の実施 
・地域住民及び観光客、登
山者等への周知、町ホーム
ページ等 

（略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 
富 山 県 側 の 体 制 

富山市 上市町 

（略）   

レベル４ 
高齢者等
避難 
 

上記と同じ 【緊急配備】（災害対策本
部） 

○全職員 
・関係機関との情報共有 
・気象庁、気象台からの情
報収集 

・弥陀ヶ原火山防災協議会
での対応協議 

・入山規制の実施 
・地域住民及び観光客、登
山者等への周知、町ホーム
ページ等 

（略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 

レベル 
長 野 県 側 の 体 制 

長野県 北アルプス地域振興局 大町市 

レベル１ 
活火山で 
あること
に留意 

（略） 【通常体制】 
・火山の状況に関する解説情報等
が発表され、噴火の前兆現象等が
確認されたとき 
        

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 

 

レベル２ 
火口周辺 
規制 

（略） 【事前第一体制】 
○北アルプス地域振興局２名（休
日夜間は自宅待機） 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 

 

レベル３ 
入山規制 
( 概 ね
2.5km 以
内の範囲） 

（略） 【事前第二体制】 
○北アルプス地域振興局２名が参
集する体制 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 
・長野県側への避難者への対応 
・弥陀ヶ原火山防災協議会での対
応協議 
・降灰対策 
・関係機関と連携して交通規制 

 

レベル３ 
入山規制 
( 概 ね
1.5km 以
内の範囲） 

（略） 【事前第二体制】 
○北アルプス地域振興局２名が参
集する体制 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 
・長野県側への避難者への対応 
・弥陀ヶ原火山防災協議会での対
応協議 
・降灰対策 
・関係機関と連携して交通規制 
 

 

 

レベル 
長 野 県 側 の 体 制 

長野県 北アルプス地域振興局 大町市 

レベル１ 
活火山で 
あること
に留意 

（略） 【通常体制】 
・火山の状況に関する解説情報等
が発表され、噴火の前兆現象等が
確認されたとき 
○防災担当対応 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 

 

レベル２ 
火口周辺 
規制 

（略） 【事前体制】 
○職員２名参集         
         

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 

 

レベル３ 
入山規制 
( 概 ね
2.5km 以
内の範囲） 

（略） 【警戒体制】 
○職員８名参集     
 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 
・長野県側への避難者への対応 
・弥陀ヶ原火山防災協議会での対
応協議 
・降灰対策 
・関係機関と連携して交通規制 

 

レベル３ 
入山規制 
( 概 ね
1.5km 以
内の範囲） 

（略） 【警戒体制】 
○職員８名参集     
 

（略） 

 ・関係機関との情報共有、収集 
・観光客、登山者等への情報提供 
・報道機関対応 
・長野県側への避難者への対応 
・弥陀ヶ原火山防災協議会での対
応協議 
・降灰対策 
・関係機関と連携して交通規制 
 

 

 
 
 
長野県にお
ける体制見
直しに伴う
修正 
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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
レベル４ 
避難準備 

（略） 
 

【非常体制】 
○北アルプス地域振興局25名が参
集する体制 

（略） 

 
 

レベル３に準じる 
 

 

レベル５ 
避難 

（略） 【非常体制】 
○北アルプス地域振興局25名が参
集する体制 

（略） 

  レベル３に準じる 
                

 

 
 (2) 国の防災体制 
   （略） 
 
 
 

表７ 国の防災体制 

警報 
噴火警戒 

レベル 
現地の体制 政府の体制 

（略） 
 

  

噴火警報 

（特別警報） 

レベル４ 

（避難準備） 

・火山災害現地

警戒本部 

・火山災害警戒

合同会議 

・火山災害警戒

本部 

レベル５ 

（避難） 

・緊急（非常）災

害現地対策本部 

・火山災害対策

合同会議 

・緊急（非常）災

害対策本部 

 
 (3)～(4) （略） 
 

レベル４ 
高齢者等
避難 

（略） 
 

【非常体制】 
○職員 25名参集     
 

（略） 

 
 

レベル３に準じる 
 

 

レベル５ 
避難 

（略） 【緊急体制】 
○職員 59名参集     

（略） 

  レベル３に準じる 
（必要に応じて全職員を参集する
全体体制へ移行） 

 

 
 
 
 
 
 

表７ 国の防災体制 

警報 
噴火警戒 

レベル 
現地の体制 政府の体制 

（略） 
 

  

噴火警報 

（特別警報） 

レベル４ 

（高齢者等避

難） 

・火山災害現地

警戒本部 

・火山災害警戒

合同会議 

・火山災害警戒

本部 

レベル５ 

（避難） 

・緊急（非常）災

害現地対策本部 

・火山災害対策

合同会議 

・緊急（非常）災

害対策本部 

 
 
 

 
災害対策基本
法の改正による
修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
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現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
３．情報伝達体制の構築 
 (1) （略） 
 (2) 情報伝達・共有 
   （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 噴火警報等伝達系統図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 噴火警報等伝達系統図 

 
 
 
 
気象庁等に
おける情報
伝達体制の
変更による
修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基づく
法定伝達先。 

気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは
周知の措置が義務付けられている伝達経路。 

□ 富山県総合防災情報システム 

（凡例） 

気
象
庁 

火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー 

富
山
地
方
気
象
台 

富 山 県 

NHK 

伏木海上保安本部 

 

警 察 庁 

 

NTT西日本・東日本 

消 防 庁 

各警察署 

 

市町村 

交番・駐在所 

 

火山防災協議会構成員 

 

住
民
・
登
山
者
・
観
光
客
等 

関係船舶 

□ 

□ 

関係機関・集客施設 立山町 

 
関係指定地方行政機関 

・関係指定地方公共機関 

関係機関 

活動火山対策特別措置法第 12条によって、警報、特別警報、
火山の状況に関する解説情報（臨時の発表であることを明記
したものに限る。）及び噴火速報が発表された際に、通報又
は要請等が義務付けられている伝達経路。 

警察本部 

 

□ 



弥陀ヶ原火山避難計画新旧対照表 

- 8 - 
 

現行避難計画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 (3)～(4) （略） 
 
４～６ （略） 
 
第３章 噴火時等の対応 
１～３ （略） 
 
４．救助活動 
 （１）救助活動の体制（合同調整所の設置） 
富山県、関係市町、警察、消防、自衛隊は、救助活動を円滑に

行うため、現場活動での一体性、効率性、安全性等を考慮し、合
同調整所等を設置するなど体制を整える。 
関係市町は、県、警察、消防、自衛隊から、合同調整所等の設

置場所及びヘリコプター着陸可能場所について要請があった場
合、場所等を提供する。 
 

表 15 合同調整所の候補施設 
施設名 所在地 

立山町役場 立山町前沢 2440 
山野スポーツセンター 富山市本宮 12 
立山センター 立山町芦峅寺（室堂平） 
 
 
５～６ （略） 
 
第３章～第５章 （略） 
 
巻末資料１～４ （略） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係市町及び関係機関は、県、警察、消防、自衛隊から、合同

調整所等の設置場所及びヘリコプター着陸可能場所について要
請があった場合、場所等を提供する。 
 

表 15 合同調整所の候補施設 
施設名 所在地 

立山町役場 立山町前沢 2440 
山野スポーツセンター 富山市本宮 12 
弥陀ヶ原ホテル 立山町芦峅寺（弥陀ヶ原） 
立山センター 立山町芦峅寺（室堂平） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合同調整所
候補施設に
弥陀ヶ原ホ
テルを追加
することに
伴う修正 
 
合同調整所
候補施設に
弥陀ヶ原ホ
テルを追加 
 
 
 
 
 

   
    


